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第10章  災害調査 

第1節  総説 

1．1 本章の位置付け 

＜考え方＞ 

本章は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象が原因となっ

て生じた災害を主対象に、災害後に施設等の被災状況、浸水被害等一般被害の状況、災害に伴

う社会的な影響等について事実関係を調査し、必要な分析を行う災害調査について、その目的

の設定、分類と基本的留意事項を第 1 節で、対象とする区域等に応じた調査内容を第 2 節で示

す。また、第 3 節では調査結果の蓄積と共有化について示す。 

本基準において調査の対象としている主な区域等は、河川区域及びその周辺、河川氾濫域、

砂防関係事業実施区域(以下、「砂防域」)及び急傾斜地等、海岸及び海岸低地等である。 

第 1 章 総論 1.3 改定の要点 と 3.3 激甚化する災害への対応 で述べているように、激甚な

災害が頻発する状況下、災害が起こった際に、その内容を適切に調査することの重要性はます

ます高まっている。その一方、災害の態様は様々で、複雑な状況を呈することも多く、災害の

調査を行うことは重要という一般論だけをもって、災害現場で調査を行い、関連情報を収集し

ても、必ずしも有用な知見が獲得できるとは限らない。 

このことを踏まえ、本章では、上述の区域等で災害が発生し、災害調査の実施が検討される

際に、考慮すべき事項と役立つ事項を述べ、当該災害調査が「災害の内容から有益な知見を得

る」ものになるための助けとする。 

 

1．2 目的の明確化 

＜考え方＞ 

災害調査に取りかかる際には、具体的な目的を明確にすることが重要である。このことは、

調査から有益な知見を得る上で必須であり、また、調査の有効性や実施の要否を判断する際の

尺度にもなる。 

以下に、目的となり得る代表的な事項を列記する。 

災害調査の実施検討に当たっては、当該災害の内容を踏まえ、これらの目的設定の代表例を

参考に、適切かつ具体的な目的設定を行う。なお、当該災害調査について、あらかじめ具体の

目的が与えられている場合には、それに従う。 

 

１) 災害事象に関わる事実関係を調査し分析することにより、たとえば当該災害からの適切

かつ迅速な復旧に用いるべき技術的方法の検討に役立てる。 

２) 調査分析を通じて、災害の起こり方をできるだけ定量的、客観的、論理的に説明できる

ようにすることにより、技術基準の改訂などにいかす。 

３) 災害調査等から得られた知見を、体系的な形で蓄積・共有化することにより、計画・設

計・管理などに幅広く着実に反映させる。 

４) 災害事象は、実スケールの現象であることから、その調査を通じて、従来採られてきた

施策等について、ソフト・ハードにかかわらず、有効性や課題を具体的に明らかにする

ことにより、施策等の改善・見直しを図ることに役立てる。 

５) 災害事象の解析や設計、評価手法についても，それらの結果と実態との適合度や用いら

れてきたパラメータ値等について新しい情報を得ることにより、手法の精度向上やパラ

メータ等の設定法の合理化に役立てる。 

６) 社会・経済的状況との接点に関わる事象を含む新たな課題をいち早く特定することによ

り、行政政策として取り組むべき事項を先行的に見いだし、政策の企画・立案に役立て

る。 
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７) 中長期的に取り組むべき新たな技術開発課題を得る。 

 

1．3 分類 

＜考え方＞ 

災害調査は、 

 

１) 災害を引き起こした事象、 

２) 災害が生じた区域等、 

３) 被災対象、 

４) 災害調査の段階 

 

の４つの観点から分類することができる。 

これらのうち、３）の観点からは、河川区域や海岸保全区域、砂防域などに設置された施設

等や、防災・減災機能等に密接に関係する地形・地被・地物の変化等、人的被害をはじめ生活、

社会、文化、経済活動に関するものなどに分けられる。4)の観点からは、たとえば，（緊急復旧

対応のための）初動・即応段階、（本復旧に向けた）原因究明・現象解析段階、技術基準等や政

策への反映段階などに分けられる。 

これから行おうとする災害調査が、上述の分類に照らして、どのような性格を有するのかあ

らかじめ整理し、関係する先行調査等の情報を集めることにより、当該災害調査の留意点や適

用範囲等を把握することに役立つ。 

なお、環境保全上の観点から，主として攪乱及び場の形成作用に着目して行う河川における

洪水等の自然インパクトの影響に関する調査については、第 11 章 河川環境調査 による（調査

の基本的な考え方は第 11 章 河川環境調査 1.3 と 1.4 を、分析に際しての基本事項は同章の

16.1 を参照する）。 

 

1．4 基本的留意事項 

＜考え方＞ 

調査に当たっては、本節の 1.2 目的の明確化 に示すように明確化した具体の目的に応じて、

また、1.3 分類に示す４つの観点からの分類などによる類型に応じて、調査対象ごとに適切な

方法を採用する。 

なお、種類の異なる外力が複合的に作用したり、連鎖的な事象が起こって、より大きな災害

が発生することがあり、そのような場合には、災害の全体状況を把握できるように総合的な観

点から調査を組み立てる。 

また、調査に当たっては、必要に応じ、本技術基準調査編の他章で提示された調査・解析・

計算など個別の検討手法を適切に組み合わせて用いる。その上で、調査に際しては、次の事項

に十分留意する。 

 

１）「調査対象とするかどうか」「どの程度の規模の調査を実施するか」に関する適切な判断 

災害発生を早期に把握した上で、調査実施の必要性の有無や優先順位、調査を行う場合の規

模・体制について、設定した目的に照らし、当該災害の技術的重要度、社会的影響の程度、期

待される効果と制限要因（コスト、人的資源、時間、支援体制の確保など）を比較検討し、適

切かつ迅速な判断を行う。 

 

２）適確な調査時期の設定 

災害の実態をいち早く掴むことが必要な災害調査においては、災害状況ができるだけそのま
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ま把握できる段階で現場調査を実施する。ただし、こうした対応を行うに際しては、被災者・

被災地への配慮や復旧活動への影響等（現地の状況）について十分考慮する。 

また、社会的影響を調査する社会調査については、被災地の行政機関にある程度の余裕がで

き、被災者の心情が落ち着くまで調査は控えるべきである。 

 

３）調査に求められる技術レベルの明確化と必要な専門性の確保 

特に原因究明・現象解析段階において、調査結果から、具体的な技術判断や施策検討に資す

る情報を得るには、災害の起こり方を極力定量的、客観的、論理的に説明できる情報を災害調

査から引き出すことが必要となる。このために調査において投入すべき技術のレベル（現象把

握や解析の詳細度や精度，調査・解析手法の難易度，これらに応じた専門分化度など）を明確

にし、そのレベルに見合った専門性を確保した上で調査を進める。また、災害に関わる事象が

複数の専門分野にわたる場合には、個々の分野における分析を行うだけでなく、それらを横断

的に統合する分析も行う体制とする。 

 

４）現場情報・データの収集・整理に関する適確な支援 

災害調査においては、様々な情報を必要とし、特に、災害が生じた現場に関する諸情報が調

査の効率性と有効性にとって重要となる。被災者・被災地への配慮や復旧活動への影響等を十

分考慮した上で、当該現場の管理者等と連携を図りつつ、こうした現場情報・データを効率的

に収集・整理・提供する支援体制を整える。 

 

＜推 奨＞ 

上記２）に関して、被災地に様々な機関による調査が集中しないよう、関係機関と共同調査

を行うなど、調査実施について調整を行うことが望ましい。また、状況が許す範囲で、被災し

た施設等を調査時まで極力存置するような処置を検討することが望ましい。 

上記３）に関して、直接的災害事象だけでなく、それが生じた背景も分析対象に組み込むこ

とが望ましい。また、アンケート調査など社会調査を実施する場合には、調査方法や分析方法

の妥当性を確保するため、調査票の作成、現地調査の実施等に当たり、社会調査の専門家の意

見を聴いて行うことが望ましい。 

 

＜参考となる資料＞ 

社会調査に関する留意事項については、下記の資料が参考となる。 

1) 日本災害情報学会：東日本大震災における調査ガイドライン，2011. 

 

第2節  対象とする区域等に応じた災害調査 

2．1 河川区域及びその周辺を対象にした災害調査 

2．1．1 目的の設定 

＜考え方＞ 

河川区域及びその周辺を対象とした災害調査は、（第 10 章 災害調査 1.2 に示すように）明確

化した目的を達成するため、河川管理施設を主対象とし、洪水、地震等の異常な自然現象やそ

れがもたらす河道等の地形変化が原因となって、治水・利水などに関わる所定の機能が喪失又

は一部不全に陥った、あるいはそれが懸念される変状・損傷の状況を把握するものである。許

可工作物についても、災害の程度と影響度、その災害を調査することで得られる技術的知見の

ほか事例への活用度等を勘案して、必要に応じ対象に含める。 

なお、難侵食性の土層が露出した河床域、堤防の対侵食安全性に密接に関わる高水敷、洪水

流や氾濫流の減勢効果を有する堤防近傍の樹木群や高水敷など、防災・減災に関わる有意な機

http://www.jasdis.gr.jp/06chousa/images/pdf/re-guideline.pdf
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能や影響が認められる地形、地被、地物等についても、その重要性と変状・損傷の規模等に応

じて、適宜、災害調査の対象に加える。 

 

2．1．2 調査内容 

＜推 奨＞ 

河川区域及びその周辺を対象とした災害調査は、変状・被災発生の把握後から調査内容と結

果活用を段階的に充実させる方式とすることが望ましい。段階としては以下の３つが目安とな

る。 

なお、全ての災害について最終段階まで進める必要があるとは限らず、対象とする災害の内

容や設定した目的に応じて、どの段階まで調査を進めるかを適切に判断することも重要である。

 

１）初動・即応段階（おおむね 1 週間以内が目安） 

原則として現地調査を実施した上で、災害の状況を概括的に把握する。発生場所、施設等の

名称と種類、範囲・延長など規模、被災形態、想定される被災原因及び所見などについて調査

を行い、写真・図等と合わせて整理する。この段階の調査から得られた災害の程度・重要性な

どの情報を総合的に勘案し、災害調査全体の構成（次に示すどの段階までの調査を実施すべき

かなどを含む）を確認する。なお、被災の痕跡調査等については、降雨や次の出水や、仮締切

等の応急措置の前にできる限り速やかに実施することが望ましい。 

 

２）原因究明・現象解析段階 

a） 情報整理段階（おおむね３か月以内が目安：災害の規模、災害復旧等の緊急性に応じて

適切に設定） 

下記項目について整理し、出水時の外力、河道特性、被災形態などから推定される被災の

機構とプロセスについて整理する。地震動による災害を対象にする場合、震動に関する情報

を把握する。 

 

① 被災時の雨量、水位、流量、雨量確率規模など気象・水文・水理情報 

② 被災場所の河床縦断形状、横断形状、平面形状、河道構成材料の粒度分布など河道特

性 

③ 調査対象の被災前の構造諸元、点検・補修履歴など管理状況に関する基礎的情報 

④ 調査対象の被災後の形状や隣接する周辺河道地形の測量、河床材料など土質分析、調

査対象を構成する材料強度、目視観察等による変状の調査結果 

 

なお、堤防の被災後調査については、第 15 章 土質地質調査 第 2 節 河川堤防の土質地質調

査 を参照すること。 

 

b） 詳細分析段階（１～2 年以内が目安：災害の規模、災害復旧等の緊急性、技術的な重要性、

分析の難易度に応じて適切に設定） 

 

上記 b)の段階で推定した被災の機構とプロセスについて、流れ、土砂移動、地形変化、地

震動、構造物の応答・変形・破壊に関する解析を用いた検証などを通じて、定量的・具体的

な説明を得るべく検討する。この解析は、被災の直接的な原因となった外力や地形変化の評

価を行い、それに対する調査対象の許容変形度、抵抗力、耐力等の比較を定量的に行うこと

が基本となる。なお、調査量の制約や投入できる技術水準の限界などの理由によって客観的
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手法により十分な検討が行えない場合であっても、今後の技術改善につなげていくための課

題をできるだけ具体的に抽出する。 

 

３）技術基準等や技術政策への反映段階 

以上の検討から得られる知見に基づいて、施設や河道等の設計やこれらの管理技術の改善、

見直しなど技術政策への反映の方法を検討するとともに、更に検討すべき技術課題を整理する。

ただし、この段階の検討は、必要に応じ、上記２）と並行して行い、結果の活用も最終取りま

とめ後だけでなく逐次的に行っていく。 

 

2．2 河川氾濫域等を対象にした災害調査 

2．2．1 目的の設定 

＜考え方＞ 

河川氾濫域を対象とした災害調査では、浸水現象（浸水範囲、浸水深、氾濫流速、これらの

時間変化等）及び浸水と人的被害、直接被害、間接被害の関係を把握し、浸水解析の精度向上、

治水経済調査・水害リスク評価手法の高度化、危機管理対策の高度化に資する情報・知見を得

ることが有力な目的候補となり、目的設定において、このことを考慮する。なお、調査の時期・

方法については、被災者・被災地への配慮や復旧活動への影響を十分考慮して適切に設定する。

 

2．2．2 調査内容 

＜推 奨＞ 

災害調査は、対象とする災害の内容や設定した目的を踏まえつつ、以下６項目について、河

川氾濫に伴う災害に関する様々な角度からの調査をバランス良く組み立てることが望ましい。

 

１）浸水現象の把握 

あらかじめ浸水範囲の全体をおおまかに把握した上で、適切に調査ポイントを設定し、痕跡

や住民への聞き取り等から、浸水深、流速、時刻等を把握する。調査結果は、地図上に整理し、

必要に応じて再現計算結果等とも併せて浸水の時空間的な広がりを把握する。 

 

２）人的被害 

自治体等への聞き取り調査等から、人的被害の発生場所、時刻、発生状況等及び自治体で行

った防災情報の把握・意思決定・提供等の危機管理対応の状況を把握するとともに、必要に応

じて現場調査や関係者への聞き取り調査を実施する。また、アンケート調査等により住民の避

難行動（避難した理由・しなかった理由、避難情報取得の方法、避難の時期・手段等）につい

て把握する。これらを浸水現象と併せて時系列に整理することにより、人的被害の発生要因や

教訓等を整理する。 

 

３）直接被害 

家屋・建物・事業所や道路、交通・電力・水道等インフラ施設について被災状況を把握し、

浸水状況と被害状況の関連性を整理する。 

 

４）間接被害 

インフラ施設を含む被災地の復旧までの期間とその間の市民生活、産業活動、社会活動への

影響を、当該氾濫域以外の波及被害を含めて定量的・定性的に把握・整理する。 

 

５）避難状況 
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避難勧告・指示等の発出状況、避難人数、避難率等の実際の避難状況、避難場所の配置など

避難に関係する情報を把握・整理する。 

 

６）ハード・ソフト施策との関連に関する分析 

被災区域でのソフト施策の実施及び効果発揮状況を把握し、また河川区域及びその周辺を対

象にした災害調査(2.1)に示す調査により把握した治水に関わる施設等の被災や機能発揮状況

を活用し、これらを上記１）～４）の調査結果と比較することにより、被害状況とハード及び

ソフト施策との関連について分析を行い、効果の確認と課題の整理を行う。 

 

2．3 砂防域及び急傾斜地等を対象にした災害調査 

2．3．1 目的の設定 

＜考え方＞ 

土砂災害を対象とする災害調査では、災害に至る土砂移動現象を把握し、災害の再発及び拡

大防止と復旧事業を安全に進めるための知見・情報を得ること、また、長期的には土砂災害に

関する新しい知見を得ることにより、より高度な対策手法を検討するための資料とすることが

有力な目的候補となる。 

特に、多くの場合、初動・即応段階から原因究明・現象解析段階にかけての調査において、

次の事柄を適切なタイミングで実施・提供することが重要となる。 

 

・ 土砂災害の危険度(再発及び上下流・側方等への拡大による再度災害の可能性)判断 

・ 土砂災害の再発防止に向けた応急対策方法に関する検討 

・ 予防・恒久対策に向けた適切な災害発生の機構解析 

 

災害調査の結果は、住民の警戒避難、施設管理者の応急復旧などに反映させることが必要で

あるので、調査結果につき、土砂災害防止法に基づく緊急情報等の形式により自治体、施設管

理者に早期・確実に情報提供することが必要である。 

目的設定においては、以上のことを考慮する。 

 

2．3．2 調査内容 

＜推 奨＞ 

調査は、対象とする災害の内容や設定した目的を踏まえつつ、現状の危険度判定のための初

動・即応段階、対策計画の検討のための原因究明・現象解析段階それぞれで行うべき以下の調

査内容を踏まえて実施することを推奨する。 

両者は独立したものではなく相互に強く関係し重複する内容が多く含まれていることを理解

し、両段階の調査を可能な範囲で並行して連携させつつ進めることが望ましい。 

また、続行する調査で資料を追加、補強しやすい方式で調査を進めることに留意する。 

 

１）初動・即応段階の調査 

a） 災害概要の把握：被災状況、災害範囲、保全対象、被害拡大の可能性等 

b） 広域調査：地形、地質、災害分布等 

c） 現地調査：災害規模、発生要因、土砂移動現象等 

 

２）対策計画検討のための原因究明・現象解析段階の調査 

a） 誘因・素因の調査 

b） 機構解析 
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c） 法指定等の確認 

 

なお、調査の細部に関しては第 17 章 砂防調査 から第 20 章 雪崩調査 によるものとする。

 

2．4 海岸及び海岸低地を対象にした災害調査 

＜標 準＞ 

海岸及び海岸低地を対象とする災害調査については、第 21 章 海岸調査 第 12 節 海岸災害調

査 によることを標準とする。 

 

第3節  災害調査成果の蓄積と共有化 

＜標 準＞ 

災害調査の成果は、適切な形で蓄積し、河川等の計画、設計及び維持管理等のための技術情

報として共有化できるようにすることを標準とする。 

 

＜参考となる資料＞ 

災害調査成果の蓄積と共有化については、下記の資料が参考となる。 

1) 「美しい山河を守る災害復旧基本方針」【ガイドライン】の改定について，平成 26 年 3

月 31 日，国水防第 660 号，国土交通省水管理・国土保全局防災課長通知. 
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